
令和８年３月３日 

 

令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価及び令和８年度設計業務委託等技

術者単価(令和８年３月から適用)の運用に係る特例措置について 

 

 那覇市におきましては、「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価」(以下

「新労務単価」という。)及び「令和８年度設計業務委託等技術者単価(令和８年３月

から適用)」(以下「新技術者単価」という。)の上昇を受け、工事請負契約及び工事に

係る業務委託契約について、次の措置を実施することとしましたのでお知らせします。 

 

１ 新労務単価の適用に伴う契約の特例措置 

 次の工事請負契約については、受注者からの請求により、新労務単価に基づく契約

代金額に変更する特例措置を講じます。 

 (1) 適用対象契約 

契約日が令和８年３月１日以降の工事請負契約又は契約日が令和８年２月 28

日以前で令和８年３月１日時点で工期の始期が到来していない工事請負契約のう

ち、改定前の令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」

という。)を適用して予定価格を積算している工事 

 

 (2) 請負代金額の変更について 

   別添「特例措置：工事」を参照 

 

 (3) 請求方法について 

   この特例措置に基づく協議の請求は、契約期間内に変更契約ができるよう当該

工事を所管する課と調整を行ってください。 

※協議の様式は、通常の工事設計変更協議書を用い、その旨を記載する。 

 

２ 新技術者単価の適用に伴う業務委託契約の特例措置 

次の業務委託契約については、受注者からの請求により、新技術者単価に基づく業

務委託料に変更する特例措置を講じます。 

 (1) 適用対象契約 

契約日が令和８年３月１日以降の建設コンサルタント等業務委託契約のうち、

改定前の令和７年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)

を適用して予定価格を積算している業務委託 

 

(2) 業務委託料の変更について 

   別添「特例措置：委託」を参照 

 



 (3) 請求方法について 

   この特例措置に基づく協議の請求は、契約期間内に変更契約ができるよう当該

業務委託を所管する課と調整を行ってください。 

※協議の様式は、通常の業務委託設計変更協議書を用い、その旨を記載する。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  ◎制度(特例措置等)に関すること 

    まちなみ共創部 技術総務課 

    ℡098-917-0345 

  ◎個々の契約(工事・委託)に関すること 

    当該契約を所管する課にお問い合わせください。 

 


